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2016 年度以降の日本形成外科学会専門医認定審査に関しまして，以前より専門医制度細則において掲載

しておりますが，2015 年度以前と提出する申請書類が変更となることから予めお知らせ致します。ご留意

下さいますようお願い致します。

�．専門医申請書類

ａ）2015 年度まで【学会認定専門医】（2015 年 11 月に申請の方）

・申請者が術者として行った 10 症例の所定の病歴要約

→申請者が執刀した形成外科における優れた技能を示す代表的な症例

→認定施設あるいは教育関連施設で行った症例に限る

→経歴証明書に記載された施設での症例とする

・申請者の受け持った患者で直接手術に関与した 60 症例の図を伴う症例記録

→ 10 症例と重複しない

→認定施設あるいは教育関連施設で行った症例に限る

→経歴証明書に記載された施設以外での症例でも可

ｂ）2016 年度〜2020 年度【学会認定専門医】（2016 年 11 月〜2020 年 11 月に申請の方）

・申請者が術者として行った 10 症例の所定の病歴要約

→申請者が執刀した形成外科における優れた技能を示す代表的な症例

→認定施設あるいは教育関連施設で行った症例に限る

→経歴証明書に記載された施設での症例とする

・申請者の受け持った患者で直接手術に関与した 20症例の図を伴う症例記録

→ 10 症例と重複しない

→認定施設あるいは教育関連施設で行った症例に限る

→経歴証明書に記載された施設以外での症例でも可

・申請者の受け持った患者で直接手術に関与した 300症例の症例一覧表

→ 10 症例，20 症例と重複可

→出張病院での症例も認めるが，認定施設，教育関連施設に限る

→執刀者以外，助手であった症例も認める

→平易な手技でも可（レーザーでも可）

→書類は下記よりダウンロードして下さい。

http://www.jsprs.or.jp/resident/admission/#title06

※ 2017 年度〜2020 年度については 2016 年の制度を継続することになりますが，2021 年に導入見

込みの機構専門医の制度に合わせて今後変更する可能性もありますのでご注意下さい。



ｃ）2021 年度以降【日本専門医機構認定専門医】

日本専門医機構認定専門医となりますので，形成外科研修プログラムに沿い，専門研修基幹施設あ

るいは専門研修連携施設で研修した下記記録を提出して頂きます。

・申請者の受け持った患者で直接手術に関与した 300 症例の症例一覧表（うち 80 症例以上は術者）

・申請者が術者として手術を行った 10 症例についての所定の病歴要約

→ 300 症例，10 症例は専門研修基幹施設あるいは専門研修連携施設で行った症例に限る。

※事情（海外留学，出産，病気療養など）により 2020 年度までに学会専門医試験を受験するため

の基準を満たせない専攻医，ならびに学会専門医試験不合格者は，従来の方法で学会専門医を

めざし，合格�年後の更新時に機構認定専門医の更新資格を得ます。したがって，2021 年度以

降は当面，学会専門医の初回認定と機構認定専門医の初回認定が一部混在することになります。

�．参考資料（日本形成外科学会専門医制度及び同細則より抜粋）

【学会認定専門医に適用】

日本形成外科学会専門医制度細則 第 20 条（研修記録）

第 18 条第�項の記録とは研修期間に行った次の項目の記録をいう。

（�）申請者の受け持った患者で直接手術に関与した 300 症例の症例一覧表

（�）申請者の受け持った患者で直接手術に関与した 20 症例の図を伴う症例記録

（�）申請者が術者として手術を行った 10 症例についての所定の病歴要約

（�）（�），（�）の症例は，認定施設あるいは教育関連施設で行った症例に限る

【機構認定専門医に適用】

日本形成外科学会専門医制度細則 第 20 条（研修記録）

第 18 条第�項の記録とは研修期間に行った次の項目の記録をいう。

（�）申請者の受け持った患者で直接手術に関与した 300 症例の症例一覧表（うち 80 症例以上は術

者）

（�）申請者が術者として手術を行った 10 症例についての所定の病歴要約

（�）（�），（�）の症例は，専門研修基幹施設あるいは専門研修連携施設で行った症例に限る


